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調査の背景と目的1.

背景

非財務情報開示の標準化・義務化

非財務情報開示の標準化・義務化に向けた動きが進展する中、企業は各種規制等に準拠した開示を目指し準備を進めている。IFRS財団（International Financial Reporting 
Standards Foundation）がサステナビリティ基準審議会（ISSB : International Sustainability Standards Board）を設立以降、「サステナビリティ関連財務情報開示に関する全般的
要求事項（S1）」および「気候関連開示（S2）」を公表した※ 。これを受けて日本では、財務会計基準機構（FASF：Financial Accounting Standards Foundation）が理事会にて
2022年7月1日付でサステナビリティ基準委員会（SSBJ）の設立を決議し、2025年3月にサステナビリティ開示基準を公表。2026年2月20日に金融庁は「企業内容等の開示に関する
内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公表し、時価総額3兆円以上の企業で2027年3月期からSSBJ基準適用開始となる。欧州では2024年1月から適用開始となった企業サステナ
ビリティ報告指令（CSRD：Corporate Sustainability Reporting Directive）について、2026年2月にその適用対象の縮小等を含む簡素化法案「オムニバス」が成立し、あわせて欧州
サステナビリティ報告基準（ESRS：European Sustainability Reporting Standards）の簡素化も進められている。簡素化後のESRSは2026年6月頃に欧州委員会が委任法として採
択予定である。

目的

ESGデータドリブン経営

こうした背景の下、デロイトトーマツグループでは外部／内部のESG関連データを収集・分析し経営の意思決定に活用する「ESGデータドリブン経営」の実装が今後企業に不可欠になると
考えている。 ESGデータドリブン経営とは、企業活動の努力を企業価値向上に繋げる経営管理基盤として、意思決定に必要なインプットおよび企業活動の結果（アウトプット）を財務・
非財務問わずタイムリーに収集・分析することを可能とするアナリティクス基盤を整備・実装・活用することである。世界的な非財務情報開示の標準化・義務化の加速に対応し、かつ自社
の企業価値向上を可能にするためにはこのESGデータドリブン経営が必須になると我々は位置付けている。

非財務情報開示の標準化・義務化への対応と、非財務情報を活用した企業価値向上への道筋において、広く企業の対応状況と課題を把握するため、 2024年度のサーベイ※4に引き

続き、今回で5回目となる「ESGデータの収集・開示に係るサーベイ2025」を実施した。

※ IFRS財団 「ISSB -最初のサステナビリティ開示基準を公表」（2023年6月26日）：

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/2023/issb-standards-launch-press-release-japanese.pdf
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調査概要2.
業種 割合

製造業 53.0%

素材
*1

15.9%

耐久消費財・アパレル
*2

12.1%

食品・飲料・タバコ
*3

8.3%

資本財 6.8%

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.5%

自動車・自動車部品 2.3%

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.5%

ヘルスケア機器・サービス 1.5%

非製造業 47.0%

資本財
*4

6.8%

運輸
*5

6.1%

各種金融
*6

4.5%

保険 3.8%

不動産 3.8%

小売 3.0%

食品・生活必需品小売り 3.0%

エネルギー 3.0%

公益事業 3.0%

商業・専門サービス 2.3%

ソフトウェア・サービス 2.3%

銀行 2.3%

電気通信サービス 1.5%

メディア・娯楽 0.8%

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.8%

総計 100.0%

*1：基礎化学品、鉄鋼、建設資材
*2：主に家庭用電気機器
*3：包装食品・肉、清涼飲料
*4：建設と商社
*5：陸運、海運、空運
*6：主に専門金融

【参加企業属性】

調査期間 2025年12月 調査方法 Webサーベイ

参加企業・回答者数 132社166名

上場区分 企業数 割合

東証プライム 110 83.3%

東証スタンダード 1 0.8%

非上場 21 15.9%

総計 132 100%
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調査結果のサマリーとデロイトトーマツグループの提言3.

調査結果サマリー

非財務情報の開示を巡る外部動向のモニタリング・分析

◼有報証券報告書へのサステナビリティ情報開示義務化（SSBJ）への関心が約7割となり、喫緊の要対応事項としての注目度の高さがうかがえ
る。次いで注視するものとして非財務情報に対する第三者保証の義務化に関する検討が15％を占め、SSBJ基準やESRS等への注視と共に保
証取得対応への関心が高いと推察

◼ ESGデータの開示をめぐる外部動向を受けた具他的な対応に着手している企業が20％あまり増加。SSBJ基準への対応を筆頭に、具体的な検
討や関係部署との調整が一気に加速したものと考えられる

1

連結範囲を対象とした非財務情報の収集・分析、内部統制の高度化

◼マニュアル（手作業）によるESGデータ収集では、回答傾向は前回から大きく変わらず、エクセルの仕様/関数が複雑、データの精度が悪い、入
力ミス等の課題が多く、加えて、データの蓄積、管理が難しいという課題認識も見られる

◼ ESGデータ収集にシステムを利用する企業は顕著な増加傾向が見られた。システム活用に係る課題認識は多岐にわたるが、外部動向の変動を
受け、システムの拡張性（仕様変更）を念頭に置いた設計を志向する企業が増えていると思料

◼約5割が第三者保証の保証会社をここ数年で変更済/予定と回答。非財務情報の保証義務化や水準の厳格化に対応する企業が増加傾向

2

非財務情報の開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析

◼ 8割近くがESGデータの開示と企業価値との関連性について投資家と対話していると回答し、前回から大きく増加。投資家の視点を重視する傾
向が伺える

◼一方で、ESGデータを経営管理に活用するにあたり、具体的な経営戦略への結びつけ方が不明、データ収集・分析体制の未整備といった課題
が多い

◼経営の意思決定にインパクト評価を活用している企業はまだ少ない

3



© 2026. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.ESGデータの収集・開示に係るサーベイ20256

調査結果のサマリーとデロイトトーマツグループの提言3.

デロイトトーマツグループの提言

非財務情報の開示を巡る外部動向のモニタリング・分析に関して

◼適用される開示要求を整理・検討し、部門間連携が必要な領域の特定を急ぎたい

◼第三者保証の義務化に向けた動きを追いながら、保証会社と具体的な協議を進めたい

◼企業情報の開示から、特定の製品・サービスや原材料に係る規制や開示要求にシフトしつつも、引き続き外部動向のモニタリングは必要

1

内部の非財務情報収集・分析・内部統制の高度化に関して

◼システム活用によるESGデータ基盤整備をひとつの手段とし、あるべきESGデータ収集体制を描き、システム活用を検討したい

◼保証義務化や保証水準の厳格化に対応すべく、どのように内部統制を整備し、収集・開示するデータの信頼性を確保するか、具体的な検討を
進めたい

2

非財務情報開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析に関して

◼ ESGデータの経営管理での活用を見据え、インパクトパス設計や価値創造ストーリー検討が必要

◼事業特性やビジネスモデルにあわせたESGデータの活用方法を検討し、経営の意思決定へのインパクト評価の折り込みを進めたい

◼非財務情報の開示やサステナビリティ関連活動の推進と戦略策定の動きを連動させることで、経営管理における非財務情報の活用を進めたい

3
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財務・非財務データを取り扱う経営管理基盤の実装

インテリジェンス
戦略／KPI設計／

意思決定 企業活動 開示

ステークホルダーの

期待値モニタリング
（短期的な企業価値への

影響分析）

外部環境（PEST）の
不確実性を踏まえた

シナリオプランニング
（戦略の前提の設定）

戦略に基づく

企業活動の遂行
財務／非財務情報の

開示

財務

情報

ガバナンス原則

地球

人

繁栄

開示戦略／方針

企業価値／
外部ステークホルダ

Gnosis.strategy

ドライバー#1
ドライバー#2
ドライバー#3

1

3

5 7事業PF上／各事業の
戦略策定／KPI設定

経営／事業／機能戦略
／各種施策／KPI
（攻め／守り両面）

4

企業活動に関する

内部統制及び

財務／非財務情報の
報告／管理

6

企業価値

顧客

サプライヤ

社会／市民

株主

NGO

ESG
評価機関

非財務
情報

製造

人事 マーケ
営業

XX

経営

外部環境（PEST）
長期的トレンドの

兆候モニタリング
（長期的な企業価値への

影響分析）

2

R&D 物流

既存機能の要変革領域

新規機能の要開発領域

今後求められる「ESGデータドリブン経営」の輪郭
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調査結果4.

①-1,2. 【外部動向】
ESGデータの開示をめぐる外部動向について、貴社/貴団体として最も注視しているものと、次に注視しているものを選択してください

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析

デロイトトーマツでは、多くの企業の経営層や経営企画の方々とサステナビリティ関連の意見交換を日々行っている。ここ数年、非財務情報開示に関する急速な外部動向の進展を受け、

自社にとって必要な情報を体系的に収集することや、外部要請と現状の開示情報とのGapを分析することについて、対応が難しいとの声が多く聞かれているため、外部動向のモニタリング
状況や企業の取組みについて継続的に調査を実施し、経年変化を確認している。

2025年N=166

11%

72%

7%
0% 3% 2% 1%

23% 17%

30%

0% 0%

15%

1% 1% 2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1% 5% 0% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1%

IFRS財団
ISSBの「サステ
ナビリティ関連

財務情報開

示に関する全

般的要求事

項」及び「気候

関連開示」

日本における

有価証券報

告書へのサス

テナビリティ情

報開示義務

化（SSBJのサ
ステナビリティ

開示基準）

欧州のサステナ

ビリティ報告指

令（CSRD）
（「欧州サステ

ナビリティ報告

基準

（ESRS）」、
「オムニバス法

案」）

欧州のコーポ

レート・サステナ

ビリティ・デュー

ディリジェンス

指令

（CSDDD）

欧州の金融機

関に対するサ

ステナビリティ

関連情報の開

示規制

（SFDR*1
）

欧州の持続可

能な製品のエ

コデザイン要件

の枠組み規則

（ESPR）

欧州の炭素国

境調整措置

（CBAM）

欧州のデジタ

ルプロダクトパ

スポート

（DPP）

米国証券取

引委員会

（SEC）の気
候関連開示

規則

非財務情報に

対する第三者

保証の義務化

に関する検討

GRIスタンダー
ド改訂

特になし その他

■最も注視

■次に注視

*1: EU Regulation on Sustainability related Disclosure in the Financial service sector
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【参考】過年度（2021-2024年）において、 企業が注視していたESGデータの開示をめぐる外部動向

①-1. 注視しているESGデータの開示をめぐる外部動向について、有報証券報告書へのサステナビリティ情報開示義務化への関心が約70％となり、喫緊の要対応事項としての注目度の

高さがうかがえる。次いで、IFRS財団ISSBの「サステナビリティ関連財務情報開示に関する全般的要求事項」及び「気候関連開示」や欧州のサステナビリティ報告指令（CSRD）の動

向は、以下の【参考】に紹介する前回までのサーベイ結果に続いて注視されている。

①-2. 次いで、注視しているESGデータの開示をめぐる外部動向について、欧州のサステナビリティ報告指令（CSRD）が30％、次いでIFRS財団ISSBの「サステナビリティ関連財務情報

開示に関する全般的要求事項」及び「気候関連開示」が23％となり、過半数を占めた。非財務情報に対する第三者保証の義務化に関する検討が15％を占め、SSBJ基準やESRS等

への注視と共に保証取得対応への関心の高まりがうかがえる。

78%

64%

42%
50%

7% 8%

86%

60%
52%

30%
39%

57%

48%

3% 2%

85% 90%

62%

21%
30%

66%

47%

2% 1%

91% 96%

72%

3%

19%

84%

35%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
■ 2021年
■ 2022年
■ 2023年
■ 2024年

IFRS財団
ISSBの「サステ
ナビリティ関連

財務情報開

示に関する全

般的要求事

項」及び「気候

関連開示」

日本における

有価証券報

告書へのサス

テナビリティ情

報開示義務

化（SSBJのサ
ステナビリティ

開示基準）

欧州のサステナ

ビリティ報告指

令（CSRD）
（「欧州サステ

ナビリティ報告

基準

（ESRS）」、
「オムニバス法

案」）

欧州のコーポ

レート・サステナ

ビリティ・デュー

ディリジェンス

指令

（CSDDD）

欧州の金融機

関に対するサ

ステナビリティ

関連情報の開

示規制

（SFDR*1
）

欧州の持続可

能な製品のエ

コデザイン要件

の枠組み規則

（ESPR）

欧州の炭素国

境調整措置

（CBAM）

欧州のデジタ

ルプロダクトパ

スポート

（DPP）

米国証券取

引委員会

（SEC）の気
候関連開示

規則

非財務情報に

対する第三者

保証の義務化

に関する検討

GRIスタンダー
ド改訂

特になし その他

2021年N=118, 2022年N=162, 2023年N=189, 2024年N=108 *1: EU Regulation on Sustainability related Disclosure in the Financial service sector

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析
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2021年N=118, 2022年N=162, 2023年N=189, 2024年N=108, 2025年N=166, 複数回答可

①-3. 【外部動向の情報収集・分析】
前頁にて参照されていたような外部動向の情報収集・分析に関する課題は何ですか？

①-3.外部動向を受けた具体的な課題については、 50％以上が「情報が多すぎる、変化のスピードが速すぎる」と回答。

上位3回答は前回と同様ではあるものの、全体として課題認識が減少している傾向が見られた。金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」での
議論の収束等を受け、情報収集・分析から対応検討に軸足が移動しているものと推察。

47%

22%

10%
17%

52%

24%

46%

11%
5% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

41%

54%
58%

68%

52%

2021 2022 2023 2024 2025

■外部動向の情報収集・分析に関する業務プロセスが定義されていない

（属人的な情報収集になっている、担当部署が決まっていない 等）

■テクノロジーが活用できていない

■外部動向の情報収集・分析をする担当者/担当部署から社内への情報
伝達が遅い

■海外の動向について、海外グループ会社からのエスカレーションのルートが

整備されていない

■情報が多すぎる、変化のスピードが速すぎる

■緊急度の判断が難しい（すぐに対処すべき課題の識別が難しい 等）

■重要度の判断が難しい（将来の企業価値に影響を及ぼすトリガーが分

からない 等）

■外部動向を受けて自社として取るべき対応について検討の場がない

■特になし

■その他

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析

情報が多すぎる、変化の

スピードが速すぎる
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①-4.外部動向を受けての具体的な対応内容について、「既に対応を実施中/実施済み」が43％となり、前回から20％近く上昇している。「対応の必要性を感じているが、まだ動けていな

い」が19％で、前回から10％程度の低減が見られる。 SSBJ基準への対応を筆頭に、具体的な対応検討や調整が一気に加速、着実に実行フェーズに移りつつあることがうかがえる。

①-4. 【外部動向を受けた対応】
ESGデータの開示をめぐる外部動向を受けて、具体的な対応を実施していますか？

3%

46%

39%

10%

3%4%

39%
44%

10%
4%2%

28%

44%

25%

2%2%

19%

33%

43%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

■ 2022年
■ 2023年
■ 2024年
■ 2025年

対応の必要性を特に感

じていない

対応の必要性を感じて

いるが、まだ動けていな

い

対応を開始すべく関係

者と調整中である

既に対応を実施中/実
施済み

その他

2022年N=162, 2023年N=189, 2024年N=108, 2025年N=166

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析
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①-5.外部動向を受けての具体的な対応内容について、 ISSB/SSBJと自社現状とのGAP分析が約80％を占め、昨年より大幅に増加している。直近の対応事項として、今年新たに

SSBJ基準での開示に向けたGAP分析を実施されている傾向が見られた。あわせて今回新設した選択肢から予算獲得が53%と進んでいるが、AI活用は進んでいない実態が確認された。

①-5.
ESGデータの開示をめぐる外部動向を受けて、「既に対応を実施中/実施済み」の場合、対応内容をご回答ください。

78%
86%

44%

7%

40%46%46%

15%

53%

76%

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

■ ISSB/SSBJ「サステナビリティ関連財務情報開示に関する
全般的要求事項」と自社現状とのGAP分析

■ ISSB/SSBJ「気候関連開示」と自社現状のGAP分析
■欧州「サステナビリティ報告基準(ESRS)」と自社現状の

GAP分析
■ SEC「気候変動開示規則」と自社現状のGAP分析
■各種開示基準・規則に対応する組織設計

■各種開示基準・規則に対応する業務プロセス設計

■各種開示基準・規則に対応するITインフラ導入・拡張
■ AIを活用した業務の効率化、高度化
■サステナビリティ推進及び開示対応に向けた予算獲得

■社内他部署とのコミュニケーションや連携

■その他

69%

47%

26%

78%

2022 2023 2024 2025

69%

47%
37%

86%

2022 2023 2024 2025

2022年N=17, 2023年N=19, 2024年N=27, 2025年N=72, 複数回答可

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析

ISSB/SSBJ「サステナビリティ
関連財務情報開示に関す

る全般的要求事項」と自
社現状とのGAP分析

ISSB/SSBJ「気候関連開
示」と自社現状のGAP分析
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N=166,グラフは「その他」を除いて作成

84%

5%

1%
10%

■ ESG・サステナビリティ部門
■ 広報・IR部門
■財務・経理部門

■ 経営企画・経営戦略部門

①-6.
ESGデータ収集・開示対応の所管部署をご回答ください。

①-6. ESGデータ収集・開示対応の所管部署について、 76％がESG・サステナビリティ部門と回答。作業ごとに担当部門を分ける、開示対応プロジェクトチームを組成する、という複数部

門で連携して対応するケースも見受けられる。

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析
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考察

有報証券報告書へのサステナビリティ情報開示（SSBJ）義務化への関心が約70％となり、喫緊の要対応事項としての多くの企業が対応に追われている。

一方で、欧州のサステナビリティ報告指令（CSRD）については、オムニバス法案の影響もあり、多くの企業がSSBJに対して、次点の要対応事項として検討し

ている旨が伺える。

情報収集・分析にあたっては、前回サーベイに引き続き、業務プロセスの定義、情報量の多さ、変化のスピードの速さ、重要度の判断等といった様々な点にお

いて難しさを抱えており、引き続き外部モニタリング機能の強化が必要とされるが、課題を抱えている企業の割合としては、前回と比較して減少傾向にあり、情報

収集・分析を一通り完了し、具体的な対応検討に移行した企業が増えてきたのではないかと推察される。

また、外部動向を受けた具体的な取組みについては、前回サーベイ結果と比較して「対応を実施中/実施済み」とする企業が大幅に増加した。各非財務情報
開示基準の適用開始時期から逆算し、対応の検討から実行へと一歩前進した企業が増えたと考えられる。特に今回調査した回答者の約8割がISSB/SSBJに
関連する要求事項に関するGAP分析を実施済みであり、併せて、対応のための予算獲得や社内主管部門との連携等を進めており、今後は非財務情報収集
のための内部統制構築や業務プロセス構築へと対応をシフトしていくことが想定される。

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析
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13%

22%

49%

16%

■はい

■ 対応を開始したが、オムニバス法案等
を踏まえて対応を一時中断している

■いいえ

■ 不明（担当外等）

①-7.
欧州のサステナビリティ報告指令（CSRD）を受けて、具体的
な対応を実施していますか？

①-7.欧州のサステナビリティ報告指令（CSRD）に関して、半数近くが未対応と回答。オムニバス法案を踏まえた対応を想定し、動向を見定めているものと考えられる。
①-11.有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示（SSBJ）については、58％が対応を実施、32％が未対応と回答。法定開示となるものの、時価総額によって適用時期が異なるた
め、順次、着手されていくものと見られる。

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析

58%
32%

10%

■はい

■いいえ

■不明（担当外等）

①-8.
日本における有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示
（SSBJ）について、具体的な対応を実施していますか？

N=166，グラフは「無回答」を除いて作成
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①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析

2

3

5

7

8

7

9

5

2

2

1

1

4

1

2

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①-8. CSRDマテリアリティ総数

①-9. CSRDマテリアリティのうち、インパクトマテリアリティ

①-10. CSRDマテリアリティのうち、財務マテリアリティ

①-12. SSBJリスク・機会総数

0~5

6~10

21~30

31以上

①-9～11.
欧州のサステナビリティ報告指令（CSRD）への対応について、「はい」あるいは「対応を開始したが、オムニバス法案等を踏まえて対応を一時中断
している」と回答した場合、開示している、ないし開示予定のマテリアリティの総数（①-9）、そのうちインパクトマテリアリティの数（①-10）、財務マ
テリアリティの数（①-11）※をご回答ください。
※CSRDマテリアリティは、ダブルマテリアリティ(インパクトマテリアリティと財務マテリアリティで構成される)での開示が求められています。ただし、各企業の評価内容に寄り、インパクトマテリアリ
ティ数と財務マテリアリティ数の単純合計がダブルマテリアリティの数になるとは限りません

①-12.
日本における有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示（SSBJ）に関する対応を進めている場合、開示予定のリスク及び機会の総数をご回
答ください。

①-9~11.欧州のサステナビリティ報告指令（CSRD）におけるマテリアリティ数について、総数10以下が過半数となり、21以上で想定している企業も見受けられる。若干ではあるがインパ
クトマテリアリティが多く、財務マテリアリティはSSBJ基準での開示においてさらに絞られることが推察される。
①-12.日本における有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示（SSBJ）で開示予定の重要なリスク及び機会の数について、総数が10個以下である企業が大半であることが見て取
れる。

N= 19（①-8～10 ）、 N= 83（①-12）



© 2026. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

10

13

4

8

15

7

0
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4
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8

10
12
14
16

10%

28%

62%

■定量開示

■定性開示（金額の幅で大中小を設定す

る、リスク管理プロセスにおける財務影響の

閾値に合わせる、リスクや機会が影響を及
ぼす費目や事業のみ開示する等）

■検討中

ESGデータの収集・開示に係るサーベイ202517

①-13.
日本における有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示
（SSBJ）に関する対応を進めている場合、重要なリスク及び機
会の財務的影響の開示方針の想定についてご回答ください。

①-13.有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示（SSBJ）における重要なリスク
及び機会の財務的影響の開示について、62％が検討中と回答。定性開示の想定が

28％、定量開示の想定が10％。今後、リスク・機会の検討と並行し、開示方針の検討
が進むものと推察。

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析

①-14.
日本における有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示
（SSBJ）に関する対応を進めている場合、開示初年度におけ
る経過措置の適用について現時点のお考えをご回答ください。

N=83

①-14.有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示（SSBJ）において、「いずれの経過
措置の適用も考えていない」が最も多く、次いで「「気候基準に準拠して、気候関連のリスク

及び機会のみについての情報開示」の経過措置を適用する予定」となっている。初年度は気

候関連のみ開示、経過措置を適用しない、のいずれかを選択するケースが多いと考えられる。

N=83 ,複数回答可, グラフは「経過措置を適用するか未定」を除いて作成

■「比較情報の開示免除」の経過措置を適用する予定

■「気候基準に準拠して、気候関連のリスク及び機会のみについての情報開示」の経過措

置を適用する予定

■「GHGプロトコル以外の方法での温室効果ガス排出測定」の経過措置を適用する予定
■「スコープ3温室効果ガス排出の開示免除」の経過措置を適用する予定
■いずれの経過措置の適用も考えていない

■その他
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N=166, 複数回答可

①-15. 
ESGデータの開示に向けた具体的な対応内容に関する、課題認識のある事項をご回答ください。

67
76

56

77 73

55
46

64

80 80

6 9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

①-15. ESGデータの開示に向けた具体的な対応に係る課題として、上位回答は「事業部門の協力獲得」「社内他部署とのコミュニケーションや連携」「各種開示基準・規則と自社現状の
GAP分析」「各種開示基準・規則に対応する業務プロセス設計」。実務レベルでの複数部門を跨ぐ社内連携に課題を抱えるケースが多いと思料。また、ITインフラの導入・拡張や早期化
対応といった保証取得を見据えた課題認識もうかがえる。

■マテリアリティ分析

■各種開示基準・規則と自社現状のGAP分析
■各種開示基準・規則に対応する組織設計

■各種開示基準・規則に対応する業務プロセス設計

■各種開示基準・規則に対応するITインフラ導入・拡張
■ AIを活用した業務の効率化、高度化
■サステナビリティ推進及び開示対応に向けた予算獲得

■サステナビリティ推進及び開示対応を担当する人員補強

■経営層からの理解獲得

■事業部門の協力獲得

■社内他部署とのコミュニケーションや連携

■特になし

■その他

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析
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考察

有報証券報告書へのサステナビリティ情報開示（SSBJ）義務化への関心の高まりと整合する形で、本サーベイに回答した企業の半数以上がSSBJに対す

る具体的な取り組みを開始していることが分かった。未だ対応を開始していない企業についても、法定開示となるため、順次、対応に着手されていくものと考えら

れる。一方で、欧州のサステナビリティ報告指令（CSRD）については、オムニバス法案の影響もあり、対応を中断している企業が約20%だが、オムニバス法案の

最終化に伴い、順次対応を開始していくことが想定される。

また、CSRDないしSSBJ対応のうち、マテリアリティ評価結果として開示予定のマテリアリティ、重要なリスク及び機会の総数については、10個以下である企
業が大半を占めた。重要なリスク及び機会を戦略や意思決定に反映する上では、重要性を際立たせ、かつ実務的負荷を考慮すると、ある程度数を絞ることが
現実的であり、10以下が目安となると推察される。これからSSBJのリスク及び機会の検討を始める企業についても、概ね同様の傾向が見られることになるとみら
れる。

ESGデータの開示に向けた具体的な対応に係る課題としては、 「事業部門の協力獲得」「社内他部署とのコミュニケーションや連携」「各種開示基準・規則と
自社現状のGAP分析」「各種開示基準・規則に対応する業務プロセス設計」等の回答が割合として多く、実務レベルでの複数部門を跨ぐ社内連携に課題を
抱えるケースが多いことが伺える。規制が複雑であることを含め、社内での情報連携、インプットに難しさを感じている企業が多いと考えられる。

①企業価値に影響を与える外部動向のモニタリング・分析
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GHGスコー
プ1-2排出

量

GHGスコー
プ3排出量

再生可能エ

ネルギー使

用量

環境配慮

製品/サービ
ス売上高

取締役会

の女性比

率

女性管理

職比率

男性育休

取得率

有給休暇

取得率

男女間賃

金格差

重大労働

災害/事故
件数

障がい者雇

用率

その他

76%

36%

93%

80%
74%

11%

80%

52%

19%
11%

51%

88%

78%

31%

75%

30% 26%
15%

81%

56%

26%

8%

58%

86%
78%

34%

67%

30% 36%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

➁-1.直近年の有価証券報告書におけるESGデータ（サステナビリティ関連情報）の掲載に関して、回答傾向は昨年と大きく変化なく、内閣府令に基づく開示がベースとなっているものと
思料。エンゲージメント関連やサプライチェーン関連の指標の開示も見られ、これらの領域を重要視する傾向がうかがえる。

➁-1. 【有価証券報告書における対応】
直近年の有価証券報告書において、どのようなESGデータ（サステナビリティ関連情報）を有価証券報告書に掲載しましたか？

2023年N=152, 2024年N=108, 2025年N=166, 複数回答可

■ 2023年
■ 2024年
■ 2025年

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化

ここではESGデータ収集でのシステム（ITツールやパッケージ）利用について伺い、さらにITシステムを活用していると回答いただいた方を対象に、システムで収集しているデータ領域と、システム
活用における課題を調査した。また、全回答者を対象に、手作業によるESGデータ収集における課題を伺った。なお、システム（ITツールやパッケージ）を一部で活用している企業であっても、
システム外で収集するESGデータがあること、あるいは異なるITシステムで集めたデータを全社集計する、開示用フォーマットに変換する等の業務プロセスにおいて一定手作業が発生しているた
め、ここではESGデータ収集におけるITシステム活用有無に関わらず、全回答者を対象としている。

調査結果4.
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2024年度実績（前年度） 2023年度実績（一昨年度） 2022年度実績（2年前） その他

■ 2024年
■ 2025年

➁-2. 
直近年の有価証券報告書に掲載したESGデータの対象年度はいつですか？

70%

14% 16%

78%

15%
1%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

2024年N=108, 2025年N=166 , 複数回答あり

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化

実績を可能な限り詳細に開示 実績の概要のみを開示し、詳細を掲載した

別媒体への参照を掲載

実績の概要のみを開示

■ 2023年
■ 2024年
■ 2025年

➁-3. 
直近年の有価証券報告書にESGデータをどのように掲載しましたか？

45%

31%
24%

33%

42%

25%

34%
40%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2023年N=152, 2024年N=108, 2025年N=166
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■ 2024年
■ 2025年

62%

29%

18%

38%
31%

7%

70%

20% 20% 20%
26%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

➁-4.ESGデータの詳細を掲載する媒体について、Webページへの掲載が増加傾向にあり、統合報告書ないしアニュアルレポートへの掲載が減少傾向にある。
今後、有価証券報告書でのSSBJ基準でのサステナビリティ情報の開示が拡充されることに伴い、有価証券報告書は特に投資家等に向けた開示媒体とし、多様なステークホルダーに向け
た詳細情報はWebページに掲載することで、統合報告書での開示内容が低減していく可能性があるのかもしれない。

2024年N=45, 2025年N=66, 複数回答可

➁-4.
直近年の有価証券報告書へのESGデータの掲載状況が、「実績の概要のみを開示し、詳細を掲載した別媒体への参照を掲載」の場合、ESGデー
タの詳細を掲載した別媒体は何ですか？

Webページ 昨年発行済みの

サステナビリティレポート

今年発行予定の

サステナビリティレポート

昨年発行済みの統合

報告書/アニュアルレ
ポート

今年発行予定の統合

報告書/アニュアルレ
ポート

その他

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化
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➁-5. 【連結範囲での内部データ】
ESGデータ収集にあたり、対象データに関する課題は何ですか？

51% 50%

22%

43%

4% 8%

44%

69%

37%
52%

5% 4%

46% 55%
38% 41%

9% 8%

44%
63%

36%
47%

5% 8%

42%
52%

29%
37%

7% 6% 11%

0%
20%
40%
60%
80%

収集すべきESGデータの
定義や粒度が

分からない

ESGデータの種類が多す
ぎる

ESGデータの追加・
変更が多い

異なる様式（係数、ロ

ジック、範囲）で求めら

れる開示に柔軟に対応

できない

特になし 不明（担当外等） その他

■ 2021年
■ 2022年
■ 2023年
■ 2024年
■ 2025年

2021年N=118, 2022年N=162, 2023年N=189, 2024年N=108, 2025年N=166, 複数回答可

➁-5.収集対象のESGデータに関する課題として、データの精度や定義の統一等、保証取得を見据えた課題認識も見受けられる。
➁-6.ESGデータ収集の対象範囲に関する課題として、データの種類によって範囲が揃っていない、収集範囲が広く連結でカバーできない、自社以外の情報収集が困難、といったものがある。

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化

➁-6.
ESGデータを収集する対象範囲に関する課題は何ですか？

66%
58%

8% 4%

73%
59%

6% 3%

74% 61% 62%

5% 1%

78% 68% 72%

4% 1%

63% 61% 58%

3% 6% 4%
0%

20%
40%
60%
80%

ESGデータの種類によって収集範
囲がバラバラ（単体、主要X社、
国内のみ、グローバル 等）

ESGデータの収集範囲が広く、
連結をカバーできない

自社のみならずサプライヤーの

情報収集についても求められ

ているが、情報収集が困難

特になし 不明（担当外等） その他

■ 2021年
■ 2022年
■ 2023年
■ 2024年
■ 2025年

2021年N=118, 2022年N=162, 2023年N=189, 2024年N=108, 2025年N=166, 複数回答可
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12%

88%

33%

66%

30%

70%

38%

62%52%
37%

10%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

ESGデータの収集・開示に係るサーベイ202524

はい いいえ 不明（担当外等）

■ 2021年
■ 2022年
■ 2023年
■ 2024年
■ 2025年

➁-7.ESGデータ収集へのシステム利用は、直近3年連続で増加傾向にある。
➁-8.システムで収集しているデータ領域としては、E領域から取り組む企業が多いと推察される。

2021年N=118, 2022年N=162, 2023年N=189, 2024年N=108, 2025年N=166

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化

②-7. 
ESGデータ収集にシステムを使っていますか？

➁-8.
ESGデータ収集にシステムを使っている場合、システムで収集しているデータの領域をご回答ください。（単一選択）

N=87

95%

4%1%

■ E（環境）
■ S（社会）
■ G（ガバナンス）
■サプライヤーのESGデータ
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➁-9.
ESGデータ収集にシステムを使っている場合、システムによるESGデータ収集における課題は何ですか？

29%

7% 7%
14%

36%

21%

29%

21%

15%

30%

13% 15%

25%
28%

17% 19%

26%

18% 21% 21%

9%

35%

42%

21%

11%
5%

15%

32%

15% 15%

41%
44%

10%
7%

10%9%

17%

9%

3%

30%

22%
20%

11%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

システムを導入

しているが集計

プロセスがブラッ

クボックス化して

いる

メンテナンスが追

い付いていない

（拠点マスター、

係数設定等）

担当者の異動

による引継ぎが

できていない

マニュアルが古

い、多言語対

応していない

複数のシステム

にまたがるため、

マニュアルでの

データ集計作業

が発生する

データの精度が

悪い、エラー

チェック機能が

甘い

運用コストが高

い、柔軟に仕様

変更できない

特になし その他

➁-9.システムによるESGデータ収集に係る課題について、回答割合が下がるものが多いなか、「運用コストが高い、柔軟に仕様変更できない」は20％と前回から10％程度上昇している。
課題認識は多岐にわたるが、外部動向の変動を受け、システムの拡張性（仕様変更）を念頭に置いた設計を志向するケースが増えていると思料。

2021年N=14, 2022年N=53, 2023年N=57, 2024年N=41, 2025年N=87, 複数回答可

■ 2021年
■ 2022年
■ 2023年
■ 2024年
■ 2025年

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化
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67%

33%

60%

40%

69%

31%

71%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

はい いいえ

■ 2022年
■ 2023年
■ 2024年
■ 2025年

➁-10.ESGデータ収集へのシステム活用について、約70％は検討している/検討したい、と回答。直近3年連続で関心が高まる状況が確認できた。

➁-10.
ESGデータ収集にシステムを使っていない場合、システム活用を検討していますか？または検討したいと考えていますか？

2022年N=107, 2023年N=132, 2024年N=67, 2025年N=62

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化
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31%

64%

11%

22%

46%

31%
37%

8% 9%

30%

69%

21% 19%

47%

35%

45%

7% 5%

26%

73%

17%

23%

53%

39%

46%

9% 10%

29%

74%

42%

30%

73%

53%

44%

5% 6%

17%

50%

21% 20%

54%

42%
35%

40%

7% 7%

0%

20%

40%

60%

80%

社内（関連部

門・地域担当

等）の協力が

得られない

スプレッドシート

の手作業で非

効率

スプレッドシート

の仕様（関

数）が複雑

担当者の異動

による引継ぎが

できていない

データの精度が

悪い、入力ミス

のチェック機能

が甘い

ミスが修正され

たか不明・曖昧、

修正履歴が把

握できない

集計が遅い データの蓄積、

管理が難しい

特になし その他

■ 2021年
■ 2022年
■ 2023年
■ 2024年
■ 2025年

➁-11.マニュアルでのESGデータ収集について、課題に関する回答傾向は前回と大きく変わらず、追加する形で「データの蓄積、管理が難しい」という課題認識も見られる。

2021年N=118, 2022年N=162, 2023年N=189, 2024年N=108, 2025年N=166, 複数回答可

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化

➁-11.
マニュアルによるESGデータ収集における課題は何ですか？
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考察

非財務情報開示に関する基準の開発・アップデートや法制化に伴い、ESGデータの開示の充実を図る動きが多い。非財務情報開示に関する様々な開示基

準が乱立し、外部評価機関からの質問対応等も含めると、企業はそれぞれに合わせてデータを収集・開示する、または複数の開示基準・質問事項をマッピング

するなど、データの収集から開示に要する作業は煩雑であり、効率化や正確性の担保等のためにシステム活用を検討するケースは増加傾向にある。

ESGデータの詳細を開示する媒体として、Webページへの掲載が増加傾向にあり、統合報告書やアニュアルレポートへの掲載が減少傾向にある。今後、有価

証券報告書でのSSBJ基準でのサステナビリティ情報の開示が拡充されることに伴い、開示媒体の整理を進め、有価証券報告書で特に投資家等に向けた開示

とし、多様なステークホルダーに向けた詳細情報をWebページに掲載する、といった開示戦略をとる企業が増加することが推察される。

ESGデータの収集に関する課題として、データの精度や定義の統一等、保証取得を見据えた課題認識が見受けられ、収集するデータの範囲に関する課題とし

て、データの種類によって範囲が揃っていない、収集範囲が広く、連結でカバーできない、自社以外の情報収集が困難、といったものがあがっている。収集すべき、

ないし収集したいデータを整理し、用途や定義等のルール、収集するプロセスを想定して優先順位を付け、段階的にあるべき姿に近づけていく全体構想の策定か

ら着手する必要があると考えられる。

ESGデータ収集にシステムを利用している割合は経年変化でみると概ね横ばいであったが、今後システム導入を検討しているとした回答者の割合は約7割であっ

た。ESGデータ収集にシステムを使用しているかについて、過半数が導入している回答した。これは前回サーベイまでの過半数がシステム未導入との回答から、変化

が見られるものであった。ただ、システムを導入しているとした回答者においても、GHG排出量等のE領域での利用が増えているものの、領域によってはマニュアルで

データの収集を実施しているケースも見受けられる。

今後は、制度開示対応において第三者保証の取得も見据え、非財務情報の利用を支えるESGデータ基盤の整備とシステム活用の検討を経営アジェンダとし

て取り組んでいきたい。

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化
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②-12. 【保証取得】
ESGデータの第三者保証についてご回答ください。

■ ESGデータの第三者保証は実施して
おらず、今後も予定はない

■ ESGデータの第三者保証は実施して
いないが、今後実施予定である

■既にESGデータの第三者保証を実施
しているが、対象データの拡大は特に
予定していない

■ 既にESGデータの第三者保証を実施
しており、今後対象データの拡大を予
定している

非財務情報開示の要請事項の動向を踏まえると、企業にはサステナビリティ報告の正確性や信頼性を担保するため、第三者保証を早急に検討することが求められる。日本でもSSBJ基
準適用の翌年から、重要な誤りが確認されないことを示す「限定的保証」の取得が義務付けられており、これまでの任意保証に比べてより精密な情報収集やより厳格な内部統制の構
築などの対応が求められる。そこでこの設問では、ESGデータに対する第三者保証について伺った。

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化（続き）
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②-12.ESGデータの第三者保証について、「既にESGデータの第三者保証を実施しているが、対象データの拡大は特に予定していない」が52件（31％）と昨年の17件から15％増加。
保証実施の予定なしは15件（9％）にとどまり、保証取得は増加傾向にある。

2021年N=118, 2022年N=162, 2023年N=189, 2024年N=108, 2025年N=166, グラフは「その他」を除いて作成
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■変更しておらず、今後も予定はない

■変更していないが、今後変更予定である

■現在自社の会計監査を実施している監

査法人（グループ会社を含む）に変更し
た

■ 現在自社の会計監査を実施している監
査法人以外の監査法人（グループ会社
を含む）に変更した85

37

59

9

12

37

4

5

8

5

1

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2023

2024

2025

②-13.ESGデータの第三者保証に係る保証会社について、「変更していないが、今後変更予定である」が37件（32％）となり、前回の12件（19%）から10％以上の増加となった。
SSBJ基準での有報開示への保証取得を見据え、保証会社を変更する検討も進んでいるものと推察。

②-13.
ESGデータの第三者保証の実施状況に関する設問で、「既にESGデータの第三者保証を実施しているが、対象データの拡大は特に予定していない」
「既にESGデータの第三者保証を実施しており、今後対象データの拡大を予定している」のいずれかを選択した場合、ESGデータの第三者保証につい
て、直近年度に保証会社を変更しましたか？

2023年N=110, 2024年N=63, 2025年N=117, グラフは「その他」を除いて作成

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化
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2%

98%

5%

95%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

はい いいえ

■ 2024年
■ 2025年

②-15.ESGデータの第三者保証に適用した保証基準として、ISO14064-3が47%、ISAE3000（改訂）および3410が38%にとどまった。

2024年N=63, 2025年N=117

②-14.
ESGデータの第三者保証の実施状況に関する設問で、「既にESGデータの第三者保証を実施しているが、対象データの拡大は特に予定していない」
「既にESGデータの第三者保証を実施しており、今後対象データの拡大を予定している」のいずれかを選択した場合、直近年度に適用する保証基準
（ISO14064-3、ISAE3000（改訂）および3410、AA1000 Assurance Standard）を変更しましたか？

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化

②-15.
直近年度に適用する保証基準を変更していない場合、ESGデータの第三者保証に適用した保証基準は何ですか？

23%

61%

16%

47%
38%

16%

0%

20%

40%

60%

ISO14064-3 ISAE3000（改訂）
および3410

AA1000 
Assurance Standard

その他

■ 2024年
■ 2025年

2024年N=62, 2025年N=111,複数回答あり



© 2026. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.ESGデータの収集・開示に係るサーベイ202532

N=166 , 複数回答可

②-16. 
今後、保証取得を予定されている領域をご回答ください。

38 39
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80

②-16.今後、保証取得を予定している領域としては、GHG排出量関連が多く、次いでガバナンス、リスク管理となった。
これは、現時点でのSSBJ基準の保証対象領域であり、SSBJ基準における保証取得が念頭にあるものと推察される。

■ガバナンス

■リスク管理

■GHGスコープ1-2排出量
■ GHGスコープ3排出量
■ 想定なし
■ その他

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化

15%

85%

■はい

■いいえ

②-17.
今後、排出量取引制度（GX-ETS）への対応に係る第三者保証に関して、これまでESGデータの第三者保証を受けていた保証会社から
変更の予定はありますか？

N=166, グラフは「不明（担当外等）」を除いて作成
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考察

非財務情報が、中長期視点の投資家の意思決定に活用されていることを考慮すると、第三者保証による信頼性確保が極めて重要であると考えられる。収

集・開示したデータの信頼性が低かった場合、そのデータを基に算出される企業価値評価の結果も信頼性の低いものとなる。特にパッシブ投資家のように多くの

企業情報を横並びで比較する際には、それぞれの企業のデータの信頼性が異なる状況で正当な判断を下すのは困難となる。また、今後、非財務情報を経営判

断に活用していくことを想定すると、信頼性の低いデータを基に判断を下すことは経営上大きなリスクにつながる。

複数の制度開示の中で第三者保証の取得が要求されており、第三者保証取得に向けた取り組みは一定の業務負荷を与えると思われるが、企業内外の両

方において、そのデータを活用していくことを前提に置くとその取り組み自体の意義は大きい。

②連結範囲を対象としたESGデータの収集・分析、内部統制の確立と高度化



© 2026. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.34 ESGデータの収集・開示に係るサーベイ2025

■自社のESGデータの開示がどのように
企業価値に繋がっているかの分析につ
いて、必要性を特に感じていない

■ ESGデータの開示がどのように自社の
企業価値に繋がっているかを分析し、

経営の意思決定に活かしたいがまだ
実施できていない

■ ESGデータの開示がどのように自社の
企業価値に繋がっているかを分析し、

経営の意思決定に活かす取り組みを
実施中である

5

5

11

6

7

85

115

119

79

106

25

39

52

20

26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2021

2022

2023

2024

2025

④-1.ESGデータ開示と企業価値に関する分析について、経営の意思決定に活かしたいがまだ実施できていないが過半数を占めている。この傾向は、過年度と同様

2021年N=118, 2022年N=162, 2023年N=189, 2024年N=108, 2025年N=166, グラフは「不明（担当外等）」「その他」を除いて作成

③-1. 【ESGデータ収集と企業価値の連動】
ESGデータの開示と自社の企業価値に関する分析についてご回答ください。

③非財務情報の開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析

ESGデータの開示と企業価値の関連性は現時点でスタンダードになっている取り組みはなく、個社ごとに分析が行われている。
そこで、ここでは、ESGデータの開示が自社の企業価値に与える影響をどのように分析しているか調査した。

調査結果4.
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リスク及び機会の

識別・評価・分析

サステナビリティ関
連KPI の設定及び
進捗モニタリング

役員報酬との

リンケージ

ESGデータの収集・開示に係るサーベイ202535

③-2.ESGデータの開示と自社の企業価値の繋がりの分析について、「サステナビリティ関連KPI の設定及び進捗モニタリング」や「リスク及び機会の識別・評価・分析」に活用しているとの回
答が多かったものの、全体としては前回から回答の減少傾向が見られ、制度開示への対応が優先され、経営の意思決定に活用していく取り組みがトーンダウンしている可能性が懸念され
る。

58%

15%
8% 12%

77%

23%
31%35%

15%20%

40%

60%

80%

100%
95%

58%

2024 2025

■リスク及び機会の識別・評価・分析

■事業ポートフォリオの方向性の検討

■経営資源配分の検討

■製品ポートフォリオの検討

■調達先の選別・管理

■サステナビリティ関連KPI の設定及び進捗モニタリング
■オペレーション管理（エネルギー管理等）

■役員報酬とのリンケージ

■従業員エンゲージメント管理

■不明（担当外等）

■その他

③-2.
ESGデータの開示と自社の企業価値に関する分析を実施中である場合、経営の意思決定に活かしている具体的な取り組みは何ですか？

90%

77%

2024 2025

70%

31%

2024 2025

2024年N=20, 2025年N=26, 複数回答可

③非財務情報の開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析
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③-3. 今後のESGデータの開示と自社の企業価値の繋がりの分析について、リスク及び機会の識別・評価・分析やサステナビリティ関連KPI の設定及び進捗モニタリングが60％を占め、
特にサステナビリティ関連KPI の設定及び進捗モニタリングについては、前回に続いて関心が高いことが伺えた。

64%

33% 35%

16%
22%

64%

14%

32%
26%

8%
4%

0%

20%

40%

60%

80%
■リスク及び機会の識別・評価・分析

■事業ポートフォリオの方向性の検討

■経営資源配分の検討

■製品ポートフォリオの検討

■調達先の選別・管理

■サステナビリティ関連KPI の設定及び進捗モニタリング
■オペレーション管理（エネルギー管理等）

■役員報酬とのリンケージ

■従業員エンゲージメント管理

■不明（担当外等）

■その他

③-3.
「ESGデータの開示がどのように自社の企業価値に繋がっているかを分析し、経営の意思決定に活かしたいがまだ実施できていない」もしくは「ESG
データの開示がどのように自社の企業価値に繋がっているかを分析し、経営の意思決定に活かす取り組みを実施中である」場合、経営の意思決定
に活かす取り組みとして、今後実施したい内容は何ですか？

2024年N=99, 2025年N=132, 複数回答可

③非財務情報の開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析

2024 2025

サステナビリティ関連
KPI の設定及び進捗

モニタリング

64% 64%
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19%
16%

8%

32%

37%

12%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

③-4. 
今後、サステナビリティ関連データの経営戦略への活用していく場合に、具体的な課題になりうるのは何ですか？

N=166, 複数回答あり

③-4.サステナビリティ関連データを経営戦略に活用するにあたっては、データ収集・分析体制の未整備や具体的な経営戦略への結びつけ方が不明といった課題を認識している企業が多い。
重要性を認識しながらも、具体的に実施できる状態になっていないものと推察できる。

■経営層の理解・意識不足

■ 短期的な業績重視の風土
■投資家・ステークホルダーからの具体的な要求の不明確さ

■ データ収集・分析体制の未整備
■ 具体的な経営戦略への結びつけ方が不明
■ 不明（担当外等）
■ その他

③非財務情報の開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析
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■インパクト加重会計フレームワーク
（Impact-Weighted Accounts 
Framework）

■ VBA（Value Balancing Alliance）
■ LCA（Life Cycle Assessment）
■ 特になし/実施していない4

6

2 13

14

84

95

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2024

2025

③-5.環境価値や社会価値の可視化にあたって、フレームワークやモデルを使用しているケースは少ない。既存のフレームワークを実ビジネスに適用するには、時間がかかるものと推察される。

2024年N=108, 2025年N=166, グラフは「不明（担当外等）」「その他」を除いて作成

③-5.
環境価値や社会価値の可視化（インパクト評価）を経営の意思決定に活かしている方にお伺いします。評価に使用したフレームワーク/モデルをご
回答ください。

③非財務情報の開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析
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■実施している

■実施していないが、今後実施予定である

■ 実施しておらず、今後も予定はない

59

78

22

17

27

19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2024

2025

③-6.ESGデータの開示と自社の企業価値との関連性について、投資家と対話していると回答したのは78％であった。昨年度と比較して、20%程度増加している。
社会の動向や要請を汲み、非財務情報に投資家の関心が向いていることを、企業側としても認識していることが伺える。

2024年N=108, 2025年N=166, グラフは「不明（担当外等）」を除いて作成

③-6. 
ESGデータの開示と自社の企業価値との関連性について、投資家との対話を実施しましたか？

③非財務情報の開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析
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考察

③非財務情報の開示と自社の企業価値との関連性に関するモニタリング・分析

ESGデータを経営管理に活用する動きが計画から実行段階に移行しつつあるなか、ESGデータの開示による効果を検証して経営の意思決定に活かす取組み

については、関心がありつつも具体的な実施に至っていないことが伺える。今後、リスク及び機会の識別・評価・分析、サステナビリティ関連KPIの設定及び進捗

モニタリング、さらに役員報酬とのリンケージを中心に、徐々に拡大していくものと見られる。

ESGデータの開示と自社の企業価値との関連性について投資家と対話している、と回答した回答者は約8割となった。社会の動向や要請と、これに付随した

投資家の関心が非財務情報に集まりつつあることを企業側が認識しており、ESGデータの活用や非財務情報を経営管理に組み込む動きは進むものと見られる。

一方、環境価値や社会価値の可視化（インパクト評価）については、事業活動から企業価値に至る因果の繋がりを描き、「変化」を可視化して管理するこ

とができる。他方で、インパクト評価に使用しているフレームワーク／モデルについて、特になしと回答した回答者は9割を超えている。インパクト評価の導入企業数

はまだ少ないものの、インパクト加重会計フレームワークやVBAを中心に、フレームワークの積極的な開発が進んでおり統合・標準化の動きをみせるが、実ビジネスへ

の適用には時間がかかるものと見られる。

環境価値や社会価値を可視化することで、非財務情報と企業価値の関係性についても解像度を上げて捉えることができる。フレームワーク／モデルに対する理

解を深めることで、自社の経営意思決定に活かすイメージを具体化することができると考えられる。また、自社の企業価値を説明するために価値創造ストーリーの

構築が欠かせない。価値創造には財務要素と非財務要素の双方が必要であり、相対的に活用が遅れている非財務情報をどのようにストーリー構築に組み込ん

でいくかが肝要である。インパクト評価等の手法を活用し、表裏一体である財務・非財務情報をロジカルに分析、企業価値向上に寄与するトリガーを見極め、説
得力のある企業価値向上に向けたストーリー構築を目指したい。
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